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運輸支局

廃止申出

運輸支局

連絡

通知

報告

承認

承認

廃止届出
旅客の利便性を阻害しない場合、30日前まで
（地域公共交通会の合意等）

連絡

代替手段等の検討
運行形態や方向性等基本的
事項の合意があればよい

廃　　　　　止

平成20年３月予定

平成19年２月26日
地域協議会へ申出
同年３月５日付けで
秋田ブロック協議会より通知

届出

６
ヶ
月
以
内
で
対
応
の
方
向
性
の
検
討

北部地区４路線の場合

秋田市地域公共交通協議会
９月27日開催

廃止予定の30日前
合意がある場合の届出期限

資料８

６
ヶ
月
以
内
で
具
体
的
な
対
応
の
検
討

代替交通の導入

・秋田市北部地区公共交通
研究会を設置（現在まで３
回開催）

・北部地域郊外部における
デマンド型乗合タクシー運
行の実証実験の実施　

・秋田市北部地区公共交通
　　　研究会で、代替交通
の運行形態等について検討　




















